
みとよ
第10号農業委員会だより 平成26年4月1日

がんばってます！
若い担い手

関　正幸さん（65歳・三豊市農業委員）
関　啓

ひろ あ き

晃さん（28歳）親子　豊中町

関さん親子は、豊中町桑山地区で約 220 頭の肉用牛を肥育経営しています。市内の和牛専門店と専属契約しているほか、
県外にも出荷しており、とても品質の高い讃岐牛を生産しています。
啓晃さんは会社に就職していましたが、お父さんの仕事に魅力を感じ、平成 20年に家族経営協定を締結したことをきっ
かけに本格的に就農しました。今では、牛舎の管理や牛の仕入れも任されるほどで、正幸さんも「仕事がだいぶ楽になった」
と息子さんの成長を喜んでいらっしゃいます。
職業柄休みがなかなか取れないそうですが、お父さんに対して「たまには休んでもらって、遊びにも行かせてあげたい」
と啓晃さん。正幸さんも「息子が牛の仕入れに出かけている間は自分が留守番」と、お互いを気遣い、家族で協力し合って日々
の大変な仕事をこなしていらっしゃいます。
啓晃さんは「将来的には自分で育てた牛を自分で販売したい」と食肉関係の仕事も勉強されたそうです。三豊市の若い担
い手として、さらなるご活躍を期待しています。

編集・発行

三豊市農業委員会
三豊市高瀬町下勝間2373番地1
〒 767-8585　TEL 73-3046

讃岐牛は、
香川県で飼育された、
血統明瞭な黒毛和種です！



この国の
農と食を伝えます
全国農業新聞は、
農業者の公的代表機関である
農業委員会系統組織が発行する
週刊の農業総合専門誌です。

月600円、年7,200円（消費税込）
金曜日発行週 刊

お申し込みは農業委員会事務局へ
TEL 73-3046
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ご
あ
い
さ
つ

三
豊
市
農
業
委
員
会
会
長　

堀
江　

博

日
増
し
に
春
の
暖
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
今
日
こ

の
頃
で
す
が
、
皆
様
方
に
は
ご
健
勝
で
お
過
ご
し

の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
の
運
営
及
び
事
業

の
実
施
に
つ
い
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
こ
と
に
対
し
、
厚
く
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
一
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、

一
昨
年
十
二
月
末
に
第
二
次
安
倍
政
権
が
ス
タ
ー

ト
し
て
以
来
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
「
３

本
の
矢
」
の
う
ち
の
成
長
戦
略
の
中
で
規
制
緩
和

や
構
造
改
革
を
取
り
入
れ
た
政
策
が
次
々
と
打
ち

出
さ
れ
ま
し
た
。

農
業
政
策
で
は
「
農
林
水
産
業
･
地
域
の
活
力

創
造
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
農
業
を
足
腰
の
強

い
産
業
と
し
て
い
く
為
の
政
策
【
産
業
政
策
】
と
、

農
業
･
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
維
持
・
発

揮
を
図
る
た
め
の
政
策
【
地
域
政
策
】
を
車
の
両

輪
と
し
て
推
進
し
て
い
く
事
と
な
り
ま
し
た
。

具
体
的
に
は

①【
産
業
政
策
】と
し
て
、農
地
の
有
効
利
用
の
継

続
や
農
業
経
営
の
効
率
化
を
進
め
る
担
い
手
へ

の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
を
加
速
さ
せ
る

為
の「
農
地
中
間
管
理
機
構
」の
制
度
化
と
活
用

②
従
来
の
経
営
所
得
安
定
対
策（
旧
戸
別
所
得
補

償
制
度
）の
見
直
し
及
び
日
本
型
直
接
支
払
制

度
の
創
設

③
規
制
改
革
へ
の
取
組
の
中
の
農
業
委
員
会
に
お

け
る
業
務
等
の
見
直
し
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
三
豊
市
の
農
業
は
農
業
者
の

減
少
や
高
齢
化
の
進
行
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な

ど
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
農
業
農
村
を
取
り
巻
く

環
境
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
農
業
委
員
会

で
は
、
毎
年
市
内
の
全
農
地
の
利
用
状
況
を
把
握

す
る
た
め
、
農
業
委
員
･
補
助
員
に
よ
る
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
農
地
の
管
理

が
行
わ
れ
ず
荒
廃
す
る
農
地
が
増
加
し
て
い
る
の

が
実
態
で
す
。
耕
作
放
棄
地
は
農
地
集
積
に
支
障

を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、
周
辺
農
地
の
病
害
虫
発

生
の
助
長
や
、
有
害
鳥
獣
の
住
処
と
な
る
な
ど
、

農
業
振
興
や
住
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か

ら
、
今
後
早
急
な
耕
作
放
棄
地
対
策
の
強
化
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
農
業
委
員
会
で
は
遊
休
農
地
を
解
消
す

べ
く
委
員
「
一
人
一
筆
解
消
運
動
」
を
提
案
し
て

そ
の
実
践
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ど
う
か
所
有
者
の
皆
様
に
は
、農
地
の
貸
借
な
ど

有
効
な
活
用
と
適
切
な
管
理
に
努
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、農
業
委
員
会
事
務
局
や
農
業
委
員
･

補
助
員
に
ご
相
談
い
た
だ
き
、遊
休
農
地
の
解
消
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
の
よ
り
一
層

の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ

ま
し
て
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

開　催　日 対象地域
　平成26年 4 月 7 日（月）　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成26年 5 月 7 日（水）　高瀬町・山本町・財田町
　平成26年 6 月 9 日（月）　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成26年 7 月 7 日（月）　高瀬町・山本町・財田町
　平成26年 8 月 7 日（木）　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成26年 9 月 8 日（月）　高瀬町・山本町・財田町
　平成26年 10 月 7 日（火）　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成26年 11 月 7 日（金）　高瀬町・山本町・財田町
　平成26年 12 月 8 日（月）　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成27年1月 7 日（水） 　高瀬町・山本町・財田町
　平成27年2月 9 日（月） 　三野町・豊中町・詫間町・仁尾町
　平成27年3月 9 日（月） 　高瀬町・山本町・財田町

農事相談開催日程
農業委員会では、農地の貸し借りや農地転用、農業者年
金、その他農業に関することについての相談を行っていま
す。予約は不要ですので、お気軽にご相談ください。

開催時間  13：30～16：00
開催場所  高瀬町農村環境改善センター１階  相談室

（農業委員会事務局横）
※日程及び開催場所は、変更になる場合があります。

全国農業新聞の
購読を！

三豊市農業委員会委員名簿
〔　任期：平成２４年１０月１日　～ 平成２７年９月３０日　〕

平成 26年 4月 1日現在

氏   名 自治会 担　当　区　域　等 備　考

高
瀬
町

樋笠　完 前側 下麻の区域

田村　幸德 南山 上麻の区域

森　昭文 高塚 羽方の区域

細川　耕助 深池 佐股の区域

石川　博 郷の岡 上勝間の区域

中西　幸範 道音寺 下勝間の区域

成行　満雄 田井 （上高瀬1・2区）平見　青井谷　石渕　上之荘　北原　中浦　西村　末　北条　早馬
山奥　田井　長法寺　高瀬川NT　竹浅　竹浅団地　井出

横江　敏明 上分東 (上高瀬3・4区)土井　中林　楠井　楠井団地　ロータリーマンション高瀬　川下　城原
下所　片上　高木　上分東　上分西　西下　駅東　ギオン通り　駅前　駅前ごくみ

三﨑　良清 下司 比地中の区域　比地の区域

大西　悦子 大吉 【三豊市議会推薦】

山
本
町

正田　茂義 山本東上 辻の区域　下河内の区域

田中　恒男 庵上 財田西の区域　大野の区域　上河内の区域

篠原　雅美 大池 神田の区域　長野・中河内の区域

三
野
町

大平　和法 浅津 落合　九免明　大屋敷　鳥坂　深尾　寺地　大門　南原　天道　東・西久保谷　国広
宮脇　西大見　岡崎　浅津　田所　砂押　国実

真鍋　義博 坊之前 下組　坊之前　田土　南組　樋之口上　中組　樋之前東　樋之前西　東浜上・下　平柳
法上・下　中浜

亀山　博 宗吉 宗吉　山原　宗吉西　上条　円道　谷　正本南・北　北村　大原上・下　汐木原　汐木西　
汐木中　汐木浜　田之尻　田中　宮ノ浦　津ノ前西　津ノ前中　津ノ前下　野政

岩田　勉 片山 原　大道　出井　道免　上竹田　下竹田　丸尾　小原　下原　原上　片山　山条　山越
峠　通免

豊
中
町

関　正幸 1区 桑山の区域

森　　健 政本 比地大の区域

鳥取　義金 新下 笠田の区域

細川　保彦 片山 上高野の区域

大西　安輝 四ツ足中 本山の区域

岩田　正幸 14区 【香川県農業協同組合推薦】 任期
H25.7 .1~

松内　敏男 後藤 【香川県農業共済組合推薦】 任期
H25.4 .1~

藤田　文擴 尾崎 【豊中町土地改良区推薦】 任期
H26.1 .5~

詫
間
町

三谷　茂富 浜中 (松崎の区域)水出　北浦　松崎西・東　須花　浜中　浜北　（三野町下高瀬の松崎新田）

眞鍋　文男 田井 (詫間の区域)池尻　的場　蟻の首　中郷　宮ノ下　神田下・上　田井　浜田　本村中・上
天満　須田東・西　新浜　塩生　高谷　香田東・西　

岩田　泱 箱 (荘内の区域)名部戸　鴨之越　大浜　波止艾　肥地木　船越　伊砂子　積　箱　生里
仁老浜　粟島　志々島

会長職務
代理者

田代　敏子 名部戸 【三豊市議会推薦】

仁
尾
町

田中　義則 天王 清水　小僧　柿谷　中筋　広江　浦の谷　天王　新開　土井　草木　石ヶ谷　江尻

浪越　重喜 片山 峠　千代　片山　砂入加嶺　山下　門前　宮の端　樋の口　新道　南　詫間越　朝日
上家の浦　家の浦　古江上　金坂　風呂の口　川尻　大北　宿入　中津賀　道場前　矢田

木下　カオル 砂入加嶺 【三豊市議会推薦】

財
田
町

岡崎　育夫 山王 (山分)昼丹波　別所　野田原　黒川　(轟)芋尾　帰来　荒戸上・下
(北地)北地上・中・下　山才　山王

堀江　博 雉子尾 (石野)正宗　石野上・下　戸川　(朝早田)雉子尾　久保の下　森　我久 会長

近藤　隆志 大野地 (川上)北野　中元　本篠　山岡　宮尾　(長樋)長野　泉平　林明　入樋
(大吉)吉田　大野地　朝日　

岡﨑　保子 北地上 【三豊市議会推薦】
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区域 氏　名 自治会 区域 氏　名 自治会 区域 氏　名 自治会

高瀬町

十鳥　正一 杉 庄

山本町

西山　　勉 吹 上

豊中町

大西　幸忠 七 尾
大西　孝幸 大 吉 白川　正美 協 和 大西　昭憲 石 成
近藤　準三 南 山 河野　憲太郎 北 側 黒田　正志 竹 田 園
森　　　毅 高 塚 糸川　勝繁 道 下 石川　和延 森 安
近藤　省三 二ノ宮中 片桐　正夫 西 中 大塚　昭彦 下 原
山路　輝男 深 池 藤川　正文 田 の 口 金丸　貞重 摺 木 中
大森　政信 本 谷 大西　英之 岩 瀬 横田　　實 寺家下１
中山　唯史 鴨 谷 大西　英治 砂 古

詫間町

松繁　髙弘 須 花
豊嶋　　昇 砂 古

三野町

三好　良夫 出 井 三谷　益彦 浜 中
梶　　清司 高 口 藤田　俊和 南 原 安藤　健二 宮 ノ 下
豊岡　文仁 林 齋藤　滿德 西久保谷 竹安　正行 天 満
戸城　高司 石 渕 藤田　義雄 宮 脇 山口　順一 大 浜
藤林　忠義 西 村 関　　一吉 東 浜 上 樽井　　智 生 里
岩本　弘志 早 馬 石井　千穗見 法 下

仁尾町

田渕　久二 小 曽
地藤　　勇 楠 井 嶋田　明宜 原 上 喜田　直樹 詫 間 越
山下　　潔 片 上 新延　　健 通 免 岡田　龍宗 家 の 浦
真鍋　　清 西 下 山本　　護 北 村 木下　文夫 江 尻
小畑　哲雄 爺 神 三木　　茂 汐 木 西

財田町

竹林　順一 昼 丹 波
石井　光秀 溶 目

豊中町

加藤　　徹 １ 区 石原　常男 荒 戸 下
髙田　和雄 北 郷 大宮　健児 ６ 区 岩倉　朝一 戸 川
近藤　雅晴 成 行 松浦　光春 ８ 区 多田　　清 森

山本町

永田　和明 山本西三 筒井　正美 １ ５ 区 野口　豊弘 中 元
原　　和博 大 辻 北 西宇　幸男 小 路 東 藤田　友一 入 樋
黒川　昌澄 寺 上 東 ＊豊田　三德　 中 山田　隆生 吉 田
藤田　　譲 上 二 篠原　道數 野 津 午

農
業
委
員
の
担
当
区
域
の
広
域
化
に
対
応
し
て
、
農
業
委
員
の
業
務

を
補
助
す
る
た
め
農
業
委
員
会
補
助
員
が
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
地

の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
農
業
委
員
に
協
力
し
て
業
務
を
行
い
ま
す
。

＊任期・・H25年 11月～

【任期：平成２４年１０月１日～平成２７年９月３０日】

締結（公告）された
地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

高瀬町
田 9,500円 15,000円 3,500円 27筆 使用貸借・６４２筆
畑 1筆 使用貸借・ ６３筆
樹園地 5,000円 5,000円 5,000円 14筆 使用貸借・ １９筆

山本町
田 11,000円 17,000円 4,000円 39筆 使用貸借・１７６筆
畑 8,300円 10,600円 5,000円 5筆 使用貸借・ ２８筆
樹園地 0筆 使用貸借・ ０筆

三野町
田 6,200円 10,000円 3,000円 124筆 使用貸借・３０６筆
畑 1筆 使用貸借・ １８筆
樹園地 0筆 使用貸借・ １筆

豊中町
田 7,100円 12,600円 3,000円 63筆 使用貸借・４１４筆
畑 0筆 使用貸借・ １８筆
樹園地 0筆 使用貸借・ ０筆

詫間町
田 4,900円 5,000円 4,400円 4筆 使用貸借・ ７５筆
畑 0筆 使用貸借・ ２２筆
樹園地 0筆 使用貸借・ ２筆

仁尾町
田 11,200円 14,800円 6,800円 7筆 使用貸借・ ２６筆
畑 0筆 使用貸借・ ２６筆
樹園地 9,200円 13,900円 7,100円 7筆 使用貸借・ ４９筆

財田町
田 7,300円 13,000円 5,000円 26筆 使用貸借・１３６筆
畑 1筆 使用貸借・ ３９筆
樹園地 0筆 使用貸借・ ３筆

農地法第 52条に基づき農地の賃借料情報を提供します。なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であ
り拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。契約の際には、貸し手と借り手の両者で十分に
協議をしてください。

 平成 25 年 1月から平成 25 年 12 月までに、農地法及び農業経営基盤強化促進法により締結（公告）された田・畑・
樹園地の賃貸借における賃借料水準（１０a当り）は、以下のとおりです。

＊データ数は、集計に用いた筆数です。(平均値の 170%を超えるもの及び 30%未満のものは除いています。)
＊賃借料を物納支給（米）としている場合は、60Kg 当り 13,000 円に換算しています。　　＊金額は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としています。
＊データ数が４筆に満たない場合は、表示していません。　　＊備考は使用貸借（無償での貸借）のデータ数を表示しています。

農業委員会補助員 74 名

三豊市賃借料情報

（敬称略）老後の備えは老後の備えは
農業者年金農業者年金で安心！で安心！
農業者年金は農業者のための国民年金の公的な上乗せ年金です。
農業者にとって、どのように有利な年金なのか、
詳しい制度の内容をQ&Aで紹介します！

【農業者年金の加入について】
農業者年金にはどのような人が加入できますか？

納める保険料の額はいくらですか？

途中で脱退することはできますか？

次の３つの要件を全て満たしていれば、農業者年金に加入する資格が
あります。

　また、農業者年金に加入する方は、国民年金の付加年金へも加入します。この国民年金
の付加年金とは、付加保険料の月額４００円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、
将来、年金受給の際に「２００円×納付月数」の付加年金が受給できる国民年金の上乗せ
年金制度です。

保険料の額は月額２万円から６万７千円の間で、千円単位で自由に選択で
き、いつでも見直すことができます。経営の状況や、自分が必要とする年金
額の目標に合わせて保険料の額を選べる弾力性のある制度です。

途中脱退もできます。ただし、それまでに納めた保険料と運用益は、脱退一
時金としてではなく、加入期間にかかわらず将来年金として支給されます。

Q

Q

Q

A

A

A

○ 年間６０日以上農業に従事している。
○ 国民年金の第１号被保険者である。（保険料納付免除者は除きます）
○ 年齢が２０歳以上６０歳未満である。
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保険料の国庫補助対象者と補助額

＊区分３と５の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。

区分 必要な要件
国の補助する額 (円 )

35 歳未満 35歳以上

区分 1 認定農業者で青色申告者 10,000 6,000

区分 2 認定就農者で青色申告者 10,000 6,000

区分 3 区分 1( または区分 2) の者と家族経営協定を締結し
ていて経営に参画している配偶者や後継者 10,000 6,000

区分４ 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満た
し、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000 4,000

区分 5 35 歳まで（25歳未満の場合は 10年以内）に区分
1になることを約束した後継者 6,000 －

少子高齢化時代に強い！
安定した積み立て方式の年金

【８０歳までの保証つきの終身年金】

【税制の優遇措置】

【保険料の国庫補助】

積み立て方式の年金とは？

年金はいつまで受け取れるのですか？

公的年金ならではのメリットは？

保険料の負担が大きいのですが…。

保険料の運用は安全ですか？

万が一、早く亡くなってしまったら？

将来どれくらいの年金が受給できるのでしょうか？

自分が納めた保険料と運用益を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、そ
の年金原資の額に応じて年金額が決まる方式です。自分の年金を自分で積み立ててい
くので、今後少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
しかも、一般の保険会社の年金では加入者が人件費や店舗費用などの手数料を負担す
るのが一般的ですが、農業者年金は加入者の方に手数料の負担はありません。
納めた保険料の全てが年金試算に算入されます。

農業者年金は原則６５歳から受給が始まり、生涯受け取ることができます。こ
れにより、何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活にとって、ずっと一定の所得
が確保されます。

農業者年金は公的な年金制度なので、税制面でも民間の個人年金保険とは異なり、い
ろいろな優遇措置があります。
○ 支払った保険料は全額、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象
になります。その分課税対象所得が下がり、納める税金が安くなります。
また、経営主（＝納税者）自身の農業者年金の保険料だけではなく、生計を一に
する配偶者や後継者の保険料についても経営主の所得から控除できます。

○ 受け取る年金も公的年金等控除の対象になります。６５歳以上の方であ
れば、公的年金等の合計額が１２０万円までは全額非課税となります。

次の３つの要件を全て満たしていれば、保険料の国庫補助を受けられます。

○ ６０歳までに保険料納付期間等が２０年以上見込まれる。
○ 農業所得（配偶者、後継者の場合は支払を受けた給料等）が９００万円以下である。
○ 次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する。

保険料の資産運用は、複数資産への分散投資で安全性を確保しています。
また長期的に運用することで、安定的にプラスの利回りを確保して
います。最近１０年間の平均運用利回りは年率２．０７％となっています。
加入者には毎年、ご自身の積立・運用状況をお知らせしています。

もし、８０歳前にお亡くなりになった場合には、死亡した翌月から８０歳に到達する
月までに受け取れるはずであった農業者年金の現在価値に相当する額が、死亡一時
金としてご遺族に支給されます。

将来の年金額は、農業者年金基金ホームページ（http://www.nounen.go.jp/）で 
簡単に試算できます。
また、農業委員会事務局でも試算できますので、お気軽にご相談ください！

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

A

【　　  　　　】
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。
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三豊市の女性委員たちもそれぞれの地域で活動しています。今回その一部をご紹介します。

女性農業委員活動紹介

平成 26年 1月に協定を締結した
山本町藤田さんご夫婦（上）と
山本町藤田さん親子（下）

農業者年金についての詳しいお問い合わせは、
農業委員会事務局または、JA香川県各支店へどうぞ。

【家族経営協定を締結しましょう】
農業者年金保険料の国庫補助の要件にあった
「家族経営協定」とはなんですか？

家族経営協定を締結するメリットは？

農業の家族経営の方針や、家族一人ひとりの役割、
働きやすい環境づくりなどについて話し合い作成する、家族内の取り決めです。

家族みんなの話し合いで、経営や暮らしの現状を見つめなおすきっかけとなります。
共通の目標をもち、経営の役割分担も明確になることで、家族経営の経営力の向上に
つながります。また、後継者へのスムーズな経営継承にも役立ちます。
制度上のメリットとしては、
○ 夫婦や後継者と一緒に認定農業者の共同申請をすることができる。
○ 認定農業者で青色申告をしている経営者と家族経営協定を締結することで、配
偶者や後継者が農業者年金の保険料の国庫補助を受けることができる。

などがあります。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

Q

Q

A

A

農業委員
大西　悦子さん

主人が認定農業者だったの
で、共同経営者となれば、私も
認定農業者になれると勧めら
れ、平成 20 年 12 月に家族経
営協定を締結しました。労働時
間、お互いの趣味を生かすため
の休日の取り方、作業分担、経
営管理のための簿記記帳等を話
し合い、協定書を作成しました。
青色申告の簿記記帳は手書き

でしたが、普及センターの方に指導していただいて、
パソコンで複式簿記をする様になり、経営や暮らし
の改善に役立てています。
講習会、研修会等の私宛ての郵便物も増えて、参
加する機会も多くなり大変ですが、たくさんの人達
と知り合いになれました。今は家族で協力し合って
農業ができることをうれしく思っています。

わたしも協定を結んでいます !
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 ● 農地は、大切な食料の供給基盤です。
 ●一度、農地以外に転用されると元に戻すことは極めて難しいことから、無秩序な転用による農業環境
の悪化を防止し、秩序ある土地利用に努める必要があります。
 ●我が国の食料自給力を高め、食料安全保障のため、みんなで優良農地を守りましょう！

農地転用の許可申請の受付は、農業委員会で行っています（４haを超える農地転用の場合は県知事）。
詳しくは、農業委員会事務局 (TEL：７３－３０４６)にお問い合わせください。
なお、農振法に基づく農用地区域内にある農地については、農地転用許可申請に先立ち、農用地区域
から除外しておく必要があります。除外は、農用地利用計画変更申出書を提出して行います。詳しくは、
農業振興地域制度を担当する農業振興課（TEL：７３－３０４０）にお問い合わせください。

「利用権設定」とは農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約です。この制度を利用する
と簡単な申し込みで農地の貸し借りができます。
利用権設定の申し込み期限は、毎月１０日（ただし１２月は５日）です。三豊市農業委員会事
務局または市役所各支所まで申出書を提出してください。

☆メリット☆

☆農地転用とは☆

・ 農地法の許可が不要です。受け手の下限面積もありません。
・ 貸した農地は期限がくれば離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
・ 期限は農業委員会事務局からお知らせします。また、継続する場合も簡単な手続きでできます。
・ 双方の合意があれば、途中解約もできます。
・ 共有農地について、貸借期間が５年以内の利用権を設定する場合は、共有持分の１／２を越
える同意で、利用権が設定できます。

農地 (田や畑 )を住宅や店舗等の建物敷地、資材置場、駐車場、太陽光発電施設等農地以外
の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や土砂採取場等に利用する場合も転用
になります。

利用権設定の流れ

相
互
の
話
し
合
い

申
出
書
の
作
成

農
業
委
員
会
へ
申
請

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
作
成

農
業
委
員
会
総
会
に
よ
る
審
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金額はどうしようか。
　期間は何年にしようか。 安心・簡単！

貸したい
（出し手）

借りたい
（受け手）

農地を転用するときは農地法の許可が必要です

『利用権設定』で安心できる農地の貸し借りを

農地は限られた資源、耕作放棄地を活用しよう！
～耕作放棄地再生対策補助金のご案内～

三豊市では、農業者、農業者組織、
農業参入法人等が荒廃した農地を引
き受けて、農作物生産の再開に向け
て行う再生作業や土づくりなどの取
組を総合的に支援しています。

（写真）平地農業地帯でも荒廃農地が見られる→

●耕作放棄地再生対策補助金の活用事例
・新規就農や農外企業が農業に参入する際、より多くの農地を確保するため、
   耕作放棄地を積極的に引き受けた。
・人力では再生不可能な農地でも補助金を活用することで復旧できた。

「耕作放棄地再生対策補助金」の対象となる主な要件
① 再生する農地が自己所有地でないこと。（→借りる・購入農地が対象）
② 再生する農地が農業振興地域の農用地であること。
③ 再生する農地が１年以上耕作されずに荒れている農地であること。
④ 再生する農地で今後５年間継続して作物を作付けする計画があること。

以上の要件をすべて満たしている方が対象となります。

（　再　生　前　） （　再　生　後　）

耕作放棄地の再生に関しては、事前に三豊市担い手育成総合支援協議会（農業振興課内、
℡ 73-3040）までお問い合わせください。

耕作放棄地は、近隣農業施設（農道・水路等）の維持管理の妨げになるだけでなく、有害鳥
獣の発生を助長するなど農業生産や住環境に悪影響を及ぼします。
耕作放棄地の発生を抑制するために、「耕作放棄地再生対策補助金」、「中山間地域等直接支払

制度」や「多面的機能支払制度（旧農地・水保全管理交付金）」を活用し、地域で発生防止に取
組むことが重要です。
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平成 25年度三豊市耕作放棄地調査結果

緑 赤 計
筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

高　瀬
(1,526) (104) (2,868) (266) (4,394) (370)
798 52 3,353 304 4,151 356

山　本
(2,395) (341) (440) (58) (2,835) (399)
1,368 153 1,442 231 2,810 384

三　野
(1,545) (99) (329) (28) (1,874) (127)
1,228 78 723 63 1,951 141

豊　中
(1,402) (72) (1,055) (60) (2,457) (132)
1,170 60 1,240 70 2,410 130

詫　間
(829) (48) (6,723) (344) (7,552) (392)
586 27 7,744 374 8,330 401

仁　尾
(499) (29) (1,143) (114) (1,642) (143)
355 19 1,507 144 1,862 163

財　田
(697) (92) (738) (105) (1,435) (197)
429 55 825 133 1,254 188

三豊市
(8,893) (785) (13,296) (975) (22,189) (1,760)
5,934 444 16,834 1,319 22,768 1,763

この調査は三豊市の農地利用状況について、平成 25 年 8月～ 9月ま
でに農地パトロールを実施し、耕作放棄地について取りまとめたものです。
上段（　　）前年度 （面積：ha）

（耕作可能な農地への復元可能な度合いによる色分け）
緑：整備すれば利用可能 赤：森林・原野化し耕作可能な農地への復元困難

かけがえのない農地を守り、
有効に利用しましょう！

農地は荒らさず耕作しましょう！

遊休農地が発生すると環境の悪化につながります

農地の権利を有するものは…

「農地を農地として利用する責務」があります！
＊農地法では、「農地の所有権・賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなけ
ればならない」旨の《責務規定》が設けられています。

農地は限りあるかけがえのない地域の貴重な資源です。一度荒れてしまうと、もとの耕作でき
る状態に戻すまでに大変な労力がかかってしまいます。自ら耕作できないなど、農地の利用でお
悩みの方はお早めに地元の農業委員や農業委員会事務局（℡７３－３０４６）までご相談ください。

病害虫の発生 産業廃棄物などの不法投棄 雑木・雑草の繁茂 鳥獣害の発生 火災の発生

農地パトロールの様子
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